
鳥取県外国人材獲得支援補助金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」

という。）第４条の規定に基づき、鳥取県外国人材獲得支援補助金（以下「本補助金」とい

う｡）の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、県内事業者が行う高度外国人材（高度専門職、専門的・技術的分野に該

当する在留資格のうち、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「経営・管理」、「法

律・会計業務」に該当するものをいう。以下同じ。）又は特定技能外国人の採用活動に要す

る経費の一部を支援することにより、県内事業所における高度外国人材又は特定技能外国人

（以下「高度外国人材等」という。）の活用及び確保を図ることを目的として交付する。 

 

（補助金の交付） 

第３条 県は、前条の目的の達成に資するため、別表の第１欄に掲げる事業（以下「補助事業」

という。）を行う同表の第２欄に掲げる者（以下「事業実施主体」という）に対し、予算の

範囲内で本補助金を交付する。 

２ 本補助金の額は、補助事業に要する同表の第３欄に掲げる経費（以下「補助対象経費」と

いう。）の額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額を除く。）から

補助事業に伴う収入を控除した額に、同表第４欄に定める率（以下「補助率」という。）を

乗じて得た額（同表第５欄に定める額を限度とする。）以下とする。 

３ なお、鳥取県産業振興条例（平成２３年鳥取県条例第６８号）の趣旨を踏まえ、補助事業

の実施に当たっては、県内事業者への発注に努めなければならない。 

 

（交付申請の時期等） 

第４条 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様

式第１号及び様式第２号によるものとする。 

 

（交付決定の時期等） 

第５条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から３０日以内に行うもの

とする。 

２ 本補助金の交付決定通知は、様式第３号によるものとする。 

 

（承認を要しない変更） 

第６条 規則第１２条第１項の知事が別に定める変更は、別表の第６欄に定めるもの以外の変

更とする。 

２ 第５条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。 

 

（実績報告の時期等） 

第７条 規則第１７条第１項の規定による報告（以下「実績報告」という。）は、次に掲げる

日までに行わなければならない。 

（１）規則第１７条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、補助事業の完了又は中止若し

くは廃止の日から２０日を経過する日 

（２）規則第１７条第１項第３号の場合にあっては、補助事業等の完了予定年月日の属する年

度の翌年度の４月１５日 

２ 規則第１７条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、

それぞれ様式第１号及び様式第２号によるものとする。 



 

（雑則） 

第８条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、商工

労働部長が別に定める。 

 

   附 則 

   この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 附 則 

   この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 



別表 

１ 補助事業 ２ 事業実施主体 ３ 補助対象経費 ４ 補助率 ５ 補助限度額 ６ 重要な変更 

＜高度外国人材等確保の取組に関する

支援＞ 

海外現地での説明会開催、合同企業説

明会への参加等の採用・広報活動 

（１）渡航前の打合せ等国内で実施す

る準備活動 

（２）海外の学校等での説明会の開催

や海外での求人募集・採用活動 

（３）海外で開催される合同企業説明

会等への出展や海外での採用活動 

（４）海外での自社のPR・情報提供な

どの人材獲得に係る広報活動 

（５）上記取組を実施するための宣材

ツールの作成 

県内事業所で就労す

る高度外国人材等の

採用活動に取り組む

県内事業者 

 

第１欄に掲げる補助事業

実施に要する経費 

（報償費、旅費、需用

費、役務費、委託費、使

用料及び賃借料） 

※委託費については県内

事業者が実施したものに

限る。ただし、やむを得

ない事情で県内事業者へ

の発注が困難と県が認め

た場合についてはこの限

りではない。 

１／２ ２５０千円 （１）交付目的の達

成に支障が生じる

おそれのある事業

計画の変更 

（２）本補助金の増

額を伴う変更 

 

注１）補助事業について 

 ・補助事業の対象となる外国人材は高度外国人材等とする。 

・海外の学校等での説明会の開催は、集合形式、オンライン形式のいずれの形式でも本補助事業の対象となる。 

 ・申請する事業について他の補助金等の交付を受ける場合は、本補助事業の対象としない。 

注２）補助対象経費について 

 航空券代、宿泊費、合同企業説明会等への出展に係る費用は、交付決定前に契約・支払等を行ったものであっても、補助対象とする（航空券代

及び宿泊費は渡航前、合同企業説明会等への出展に係る使用料は出展日前に交付決定となった場合に限る。）。 

・高度外国人材等の採用にあたり、成功報酬等の人材紹介等に係る手数料は、補助対象経費に含めない。 

・海外への渡航経費（旅費及び宿泊費等の滞在経費）を補助対象経費とする場合、実績報告時に高度外国人材等の内定通知書等の採用が確定した

ことが分かる書類の写し及び海外渡航期間中の採用・広報活動の詳細が記載された日報（任意様式）を提出すること。ただし、内定や採用まで

至らなかった場合は、採用が確定したことがわかる書類の写しについては提出不要とする。 

 



様式第１号（第４条、第７条関係） 

 

 年度鳥取県外国人材獲得支援補助金計画（報告）書 

 

１ 事業者情報（代表となる者） 

法人名  

事業所名  

事業所住所 〒 

 

担当者名  

担当者メールアドレス  

連絡先（電話番号）  

 

２ 事業内容等 

(１) 渡航前の打合
せ等国内で実施す
る準備活動 

※打合せ等の概要（目的・必要性、日時、参加者名等）や、必要経費（参加者旅費、コーディネー
ター等への謝金等）の見込み金額等を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

(２) 海外の学校等
での説明会の開催
や海外での求人募
集・採用活動 

※説明会の概要（実施計画、開催場所、日時等）や、海外での採用活動計画等を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

(３) 海外で開催さ
れる合同企業説明
会等への出展や海
外での採用活動 

※合同企業説明会の概要（参加目的、名称、開催場所、日時、出展料等）や、海外での採用活動計
画等を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

(４) 海外での自社
のPR・情報提供な
どの人材獲得に係
る広報活動 

※海外在住の高度外国人材等を対象とした求人募集・広報活動に係る経費概要（求人広告媒体、掲
載料、コーディネーター等への謝金等）等を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

(５) 上記取組を実
施するための宣材
ツールの作成 

※高度外国人材等の求人募集・採用活動・広報活動の際に使用する宣材ツール（資料・動画等）の
概要や、作成に係る経費（委託料、翻訳経費等）等について記載すること。 

 

 

 

 

  

３ 他の補助金の活用 

  事業実施において、他の補助金を活用する場合は、本補助金の対象外となります。 
  



様式第２号（第４条、第７条関係） 

 

 

 年度鳥取県外国人材獲得支援補助金収支予算（決算）書 

 

 

１ 収入 

（単位：円） 

 
 

予算額 決算額 備考 

県補助金    

そ の 他    

自己財源    

合   計    

 

２ 支出 

（単位：円） 

 
 

予算額 決算額 備考 

報 償 費    

旅 費    

需 用 費    

役 務 費    

委 託 費    

使用料及び 
賃借料 

   

合   計    

 
※消費税及び地方消費税を除いた金額を記載してください。 
※各支出の金額が分かる資料を添付してください。 
※委託費について、県内事業者への発注が困難な場合は、県外発注理由書（様式第２号（別紙様
式））を作成してください。 

 

 

  



様式第２号（別紙様式） 

 

県外発注理由書 

 

内容・金額 
発注先 

事業者名 

発注先 

所在地 

県内発注できない理由、県外発

注でなければならない理由 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 



様式第３号（第５条関係） 

 

第         号  

年  月  日  

 

                様 

 

鳥取県知事    

（公印省略）     

 

 年度鳥取県外国人材獲得支援補助金交付決定通知書 

 

   年 月 日付けの申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった鳥取県外国人材獲得支援

補助金（以下「本補助金」という。）については、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則

第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付することに決定

したので、規則第８条第１項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 対象事業 

本補助金の対象事業の内容は、申請書記載のとおりとする。 

 

２ 交付決定額等 

本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、補助事業の内容が変更さ

れた場合におけるそれらの額については、別に通知するところによる。 

  （１）算定基準額  金       円 

（２）交付決定額      金           円 

 

３  経費の配分 

本補助金の補助対象経費の配分及び交付決定額は、申請書記載のとおりとする。ただし、補助事

業の内容が変更された場合においては、別に通知するところによる。 

 

４  交付額の確定 

  本補助金の額の確定は、補助対象経費の実績額について、鳥取県外国人材獲得支援補助金交交付

要綱（令和７年４月１日付第２０２５００００５８１０号鳥取県商工労働部長通知。以下「要綱」

という。）第３条第２項の規定を適用して算定した額と、前記２の（２）の交付決定額（変更され

た場合は、変更後の額とする。）のいずれか低い額により行う。 

 

５  補助規程の遵守 

本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及び要綱の規定に従わなければ

ならない。 

 


